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第７７号議案 

 

 

 

   令和元年度芦屋市
打出
芦屋

財産区共有財産会計補正予算（第１号） 

 

 

 

  元号を改める政令（平成３１年政令第１４３号）の施行に伴い，「平成３１年度芦

屋市
打出
芦屋

財産区共有財産会計予算」の名称を「令和元年度芦屋市
打出
芦屋

財産区共有財産

会計予算」とし，当該予算における平成３１年度以降の年度表記については，改元後 

の年度表記とする。
  
   

令和元年度芦屋市の
打出
芦屋

財産区共有財産会計補正予算（第１号）は，次に定めると

ころによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ20,000千円を減額し，歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ9,500千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は，「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

 

   令和元年１２月２日提出 

 

芦屋市
打出
芦屋

財産区共有財産管理者 

芦屋市長 伊 藤  舞    
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第７７号議案説明資料 

土砂災害特別警戒区域における打出芦屋財産区共有地位置図 
（01財産区総務費 打出・芦屋財産区共有財産管理に要する経費関係） 
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